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福祉・介護人材の処遇改善事業申請の際における添付資料の簡素化について（お願い）

福祉・介護人材の処遇改善事業の実施・運営に当たりましては、多大なご尽力をいただ

き厚く御礼申し上げます。

さて、先般、先に調査をお願いしていた本事業の申請率について、10月末現在の申請率

が60％になった旨、公表いたしました。併せて、都道府県別の状況及び「申請していない

事業所に対するアンケート調査」の結果についても、公表したところです （別添参照）。

この「申請していない事業所に対するアンケート調査」によると、申請しない理由の１

つに 事務作業が煩雑のため との理由が挙げられており その具体例のひとつとして 極「 」 、 「

力事務の省力化を考えてほしい」との意見がありました。

本事業の申請に当たっての添付資料については、本年８月 日付の事務連絡「福祉・介11

護人材の処遇改善事業事務処理要領等について」におけるＱ＆Ａ問28において「事務処理

要領に定める添付書類以外の書類を一律に求める場合には、その内容について、必要性の

有無及び事業者の事務負担も考慮し、慎重に検討されたい」とのお願いを行っているとこ

ろです。

つきましては、申請書の審査に際しては、都道府県において把握可能な法人の基本情報

等の書類や、職員に対して処遇改善計画書の内容を周知した証明書類について提出を求め

ない等、最低限必要な資料の確認にとどめていただきますようお願いいたします。

今後とも、さらなる申請率向上に向けて、本助成金の活用促進に向けた取り組みをお願

いいたします。
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